
　

資料提供先：島根県政記者会

平成２４年５月３１日

お 知 ら せ

 【問い合わせ先】

国土交通省 中国地方整備局 松江国道事務所
島根県松江市西津田２丁目６番２８号
 TEL：0852-26-2131（代表）
 FAX：0852-22-9731

　政策目標評価型事業評価の導入に伴い、交通安全事業の透明性・効率性を一層高める
ため、島根県内の国が管理する道路について、事故データ及び地域の声を基に「事故危
険区間（代表区間５０区間）」を平成２２年１２月に選定し、地域の皆様のご協力を頂
きながら対策や検討を進めているところです。
　
●事故危険区間選定後、約１年５ヶ月が経過し、代表区間５０区間について、平成２３
年度下半期時点での取り組み状況を、とりまとめましたのでお知らせします。（別紙資
料参照）

●代表区間５０区間のうち、１４区間が事業中です。

●平成２３年度末で４区間が、対策を完了し、今後引き続き、対策の効果の検証を行っ
ていきます。
・国道９号　安来市安来町　・・・・・　カラー舗装(交差点を分かり易く明示)
・国道９号　松江市宍道町西来待　・・　カラー舗装(交差点を分かり易く明示)
・国道９号　大田市朝山町朝山　・・・　線形改良(見通しを良くし、走りやすく改良)
・国道９号　江津市敬川町　・・・・・　安全施設設置
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(横断歩道を渡るためのスペースを設置）

※「事故ゼロプラン」とは？
交通事故が多発している区間、近年重大事故が発生した区間等、危険な箇所を交通事故
データや地域の声を基に「事故危険区間」として選定し、道路利用者にも交通事故が起
こりやすい危険な箇所との認識を持って頂きながら、計画的に交通安全施策に取り組ん
で行くものです。対策にあたっては、地域の声・警察・関係機関等の意見を聞き、利用
実態に反映した効果的な事故対策を行うように進めていきます。

       島根県内の事故危険区間（代表区間）の
取組状況について

～事故ゼロプラン「事故危険区間重点解消作戦」島根県版～

Ministry of Land , Infrastructure , Transport
and tourism Chugoku Regional Development
Bureau

国土交通省

中国地方整備局

　　　　　　　副所長(管理)　　吉岡　晴彦

【担　　当】　建設専門官　　　亀井　久勝

【広報担当】　調査設計課長　　西ノ原　真志

松江国道事務所ホームページアドレス
http://www.cgr.mlit.go.jp/matsukoku/

よしおか　はるひこ

かめい　　ひさかつ

にしのはら　　　　まさし

浜田河川国道事務所ホームページアドレス
http://www.cgr.mlit.go.jp/hamada/

国土交通省 中国地方整備局 浜田河川国道事務所
島根県浜田市相生町３９７３
 TEL：0855-22-2480（代表）
 FAX：0855-23-5023

　　　　　　　副所長(道路)　　錦織　豊

【担　　当】　道路管理課長　　木村　邦久

【広報担当】　調査設計課長　　梅田　俊夫

にしこおり　ゆたか

きむら　　くにひさ

うめだ　　　　としお


